
「地域医療介護連携ネットワークの市民認知度向上を目的とした 

広報ツール制作及び広報業務委託」提案書評価基準 

 

１ 基本的な評価事項 

  受託候補者の特定にあたっては、本市にとって最適な事業者を選定するため、公募型プ

ロポーザル方式を採用し、評価点の最も高い提案者を受託候補者とします。 

 

２ 評価点 

  提案書の内容及びヒアリングの内容を合わせて評価し、評価点を与えます。評価委員１

人あたりの評価点の満点は 146点とします。 

 

３ 評価点の最も高い者が２者以上あるときの対応 

  評価基準の評価項目のうち、以下の項目順で点数比較を行います。なお、上位者が決ま

った段階で、それ以下の項目での比較は行いません。 

 (１) 具体的な提案内容 

 (２) 業務理解・実施方針 

 (３) (２)の条件においても同点の場合は、評価委員の投票で多数決により当該同点者の順

位を決定します。票数が同数の場合には委員長の判断により決定します。 

 

４ 評価委員会を欠席した評価委員の評価点の取扱い 

  評価委員が評価委員会を欠席した場合、その評価委員の評価点は無効とします。 

 

５ 評価方法 

 (１) 評価項目、評価の着目点及びそのウェイトの詳細については、別添「プロポーザル評

価表」のとおりです。 

 (２) 各評価項目について、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階評価を行います。評価は各Ａ＝５点、Ｂ＝

３点、Ｃ＝０点とし、各項目の比率を乗じた点数とします。 

   例えば、比率２の項目の場合、 

    評価がＡであれば評価点は ５点×２＝10点 

    評価がＢであれば評価点は ３点×２＝６点 

    評価がＣであれば評価点は ０点×２＝０点 

 (３) 全ての評価項目を絶対評価により採点します。 

 (４) 評価委員の持ち点の合計の 55％（小数点第一位切り捨て）を基準点とします。 

評価委員６人全員が評価委員会に出席した場合 満点：876点、基準点：481点 

評価委員５人が評価委員会に出席した場合   満点：730点、基準点：401点 

なお、基準点に達しない場合は不適格とします。 



【プロポーザル評価表】

A（５点） B（３点） C（０点）

(1)類似する広報・
啓発業務の実績

・過去５年間で、自治体又は医療・介護・福祉分野等の本業務と親和性の高い分野にお
いて、市民向け広報に関する業務実績があるか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・多岐にわたる業務（広報戦略、動画及び広報素材制作、広報展開、効果測定等）を一
体的に遂行できる体制か。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・当該業務の実施に必要十分な知識・能力を保持した人材を配置できているか。 優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・全体の広報計画策定から実施・調整までを見据え、市との協議を踏まえながら着実に
進行管理・統括できる体制が整っているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

(1)業務目的・内容
の理解

・当該業務の目的および業務内容を正しく理解し、業務説明資料に示された条件・仕様
等を踏まえた過不足のない提案となっているか。

優れている 十分である 十分でない ×1 5点

・地域医療介護連携ネットワークの背景・意義・特性（市民が直接利用しない仕組みで
あること等）を踏まえ、広報上の課題が適切に整理されているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・整理された課題を踏まえ、広報を推進するうえで、市民の認知から理解、登録行動に
至るまでの導線が論理的に設計されているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・各広報手法の役割分担が明確で、動画・紙媒体・Web・イベント等が相互に補完し合
い、一体的に位置づけられた全体設計がなされているか。

優れている 十分である 十分でない ×1 5点

・動画は、市民目線で分かりやすく、視覚的にネットワークの有用性や価値を伝えられ
る企画内容となっているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・紙媒体等の広報素材は、医療・介護関係機関での使用を想定し、特性や運営面を踏ま
え、活用場面を意識した使いやすい仕様や設計が意識されているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・動画、紙媒体等の各素材が相互に連動し、市民の認知・理解を深め、登録行動につな
がることを意識した広報ツールとなっているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・行政広報としての信頼性・公共性に配慮しつつ、市民への到達性を意識した媒体選定
および展開方法となっているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・実施時期や掲出先ごとの仕様・条件を把握したうえで、現実的かつ実行可能な展開方
法が示されているか。

優れている 十分である 十分でない ×1 5点

・イベントは、広報全体の一部として動画等、他の広報ツールと連動し、来場者がネッ
トワークの概要や意義を理解し、効果的に登録行動につなげることを意識した企画・構
成となっているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・広報目的（市民認知向上・登録促進）に即した効果測定の手法および指標が具体的に
整理されているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・効果測定結果から、次年度以降の広報施策の改善や展開に活用可能な示唆を導こうと
する視点があるか。

優れている 十分である 十分でない ×1 5点
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(1)動画及び広報素
材制作

(2)広報展開業務

(2)効果測定・分析

次の認定のうち、いずれか１つ以上の認定若しくは認証を受けている。
・健康経営銘柄
・健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）
・横浜健康経営認証クラスAAA又はクラスAA

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5％を達成している（従業員40人以上)、又は障害者を１人以上雇用
している(従業員40人未満)。
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ている（従業員101人未満
の場合のみ加算）。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出て
いる（従業員101人未満のみ加算）。

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の取得（くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認
定）、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の取得、又は、よこはまグッドバラン
ス企業の認定の取得をしている。

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定されている。
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(2)広報全体方針の
策定
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